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● お問い合わせ ●　上板町役場　企画防災課　☎０８８－６９４－６８２４

　災害時に水道水の供給が停止したときなどに生活用水を確保する
ため、周辺住民の皆さまに井戸水をご提供いただける災害時協力井
戸の登録を募集しています。
　災害時協力井戸として登録していただく井戸は、生活用水として
使用できる井戸です。
　また、登録された井戸で、希望であれば水質検査を行っていただき、
その際にかかる検査費用について町が補助いたします。
■登録の要件
１　町内に所在するものであること。
２　現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用
するものであること。

３　災害時に無償で井戸水を提供できること。
４　井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること。 
５　井戸枠等が設置されており、安全に使用できること。
６　町民に広く周知を図るため、井戸の所在地等を公表することに
ついて、同意が得られること。

■事前相談　災害時協力井戸の登録を検討される場合は、必ず事前
に企画防災課までご相談ください。

■登録申請の流れ　１　災害時協力井戸登録申出書を提出　
　　　　　　　　　２　登録の決定・災害時協力井戸標識を交付　
■補助申請の流れ　１　水質検査を受けるにあたり、補助金交付申請
　　　　　　　　　　　書を提出
　　　　　　　　　２　交付決定後、水質検査を実施
　　　　　　　　　３　検査終了後、実績報告書を提出
■補助金額　水質検査に要した費用の全部
　　　　　　ただし、11,000円を上限として、1,000円未満の端数は切り捨て ● お問い合わせ ●

上板町役場　企画防災課　☎０８８－６９４－６８２４

自転車乗車用ヘルメット
購入費用を補助します！

詳しくは上板町のホームページ
をご覧ください 

〇広域交付手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　
・戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）４５０円　　　
・除籍全部事項証明書（除籍謄本）７５０円
〇戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料
・戸籍電子証明書提供用識別符号　４００円
・除籍電子証明書提供用識別符号　７００円
※戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号については、利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となります。

● お問い合わせ ●
上板町役場　住民人権課
☎０８８－６９４－６８０９

災害時協力井戸登録の募集

2024（令和 6）年 3月 1日　●　16



● お問い合わせ ●　上板町役場　企画防災課　☎０８８－６９４－６８２４

　災害時に水道水の供給が停止したときなどに生活用水を確保する
ため、周辺住民の皆さまに井戸水をご提供いただける災害時協力井
戸の登録を募集しています。
　災害時協力井戸として登録していただく井戸は、生活用水として
使用できる井戸です。
　また、登録された井戸で、希望であれば水質検査を行っていただき、
その際にかかる検査費用について町が補助いたします。
■登録の要件
１　町内に所在するものであること。
２　現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用
するものであること。

３　災害時に無償で井戸水を提供できること。
４　井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること。 
５　井戸枠等が設置されており、安全に使用できること。
６　町民に広く周知を図るため、井戸の所在地等を公表することに
ついて、同意が得られること。

■事前相談　災害時協力井戸の登録を検討される場合は、必ず事前
に企画防災課までご相談ください。

■登録申請の流れ　１　災害時協力井戸登録申出書を提出　
　　　　　　　　　２　登録の決定・災害時協力井戸標識を交付　
■補助申請の流れ　１　水質検査を受けるにあたり、補助金交付申請
　　　　　　　　　　　書を提出
　　　　　　　　　２　交付決定後、水質検査を実施
　　　　　　　　　３　検査終了後、実績報告書を提出
■補助金額　水質検査に要した費用の全部
　　　　　　ただし、11,000円を上限として、1,000円未満の端数は切り捨て ● お問い合わせ ●

上板町役場　企画防災課　☎０８８－６９４－６８２４

自転車乗車用ヘルメット
購入費用を補助します！

詳しくは上板町のホームページ
をご覧ください 

〇広域交付手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　
・戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）４５０円　　　
・除籍全部事項証明書（除籍謄本）７５０円
〇戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料
・戸籍電子証明書提供用識別符号　４００円
・除籍電子証明書提供用識別符号　７００円
※戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号については、利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となります。

● お問い合わせ ●
上板町役場　住民人権課
☎０８８－６９４－６８０９

災害時協力井戸登録の募集

目 的
自転車利用者のヘルメット着用の促進、及び、
自転車に係る交通事故による被害の軽減を図
るため、自転車乗車用ヘルメットの購入に対
して補助します。

対 象 者 上板町内に住所を有し、町税の滞納が無く、
過去に同一の補助金を受けていない方。

対 象 期 間 令和５年８月４日から令和６年３月31日まで

対象となる
ヘルメット

自転車乗車用ヘルメットで次の安全認証を取
得したもの
①　SGマーク　②　JCFマーク　③　CEマーク
④　GSマーク　⑤　CPSCマーク
令和５年８月４日以降に購入した新品のもの

補 助 金 額 補助対象ヘルメットの購入費の1/2以内
上限3,000円（100円未満切り捨て）

ご 注 意
補助金の交付は、対象者１人につき１個まで
です。受付は先着順で、補助金予算額に達し
た場合は終了となります。
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● お問い合わせ ●　　上板町教育委員会　　☎０８８－６９４－６８１４

●お問い合わせ●
上板町役場　住民人権課
☎088－694－6809

お誕生おめでとう
（令和６年１月）

● お問い合わせ ●　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４
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助
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ま
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。

1 

補
助
対
象
者

　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
町
税
等
を
滞
納
し

て
お
ら
ず
、
町
内
の
バ
ス
停
留
所
を
利
用
し
、
令
和

５
年
４
月
１
日
〜
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

１
ヶ
月
以
上
の
徳
島
バ
ス
定
期
券
を
購
入
し
た
方
。

2 

補
助
金
額

　
徳
島
バ
ス
定
期
券
購
入
費
の
１
／
２
の
金
額

　（
１
０
０
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
）。

3 

募
集
件
数

　
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
に
受
付
。

4 

申
し
込
み
手
順

①
徳
島
バ
ス
か
ら
路
線
バ
ス
の
定
期
券
を
お
買
い
求
め

く
だ
さ
い
。
そ
の
時
、
領
収
書
も
あ
わ
せ
て
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

②
企
画
防
災
課
窓
口
に
備
え
付
け
の
生
活
交
通
バ
ス
定

期
券
購
入
費
補
助
金
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
定
期
券
と
領
収
書
の
写
し
を
添
付
し
て
企

画
防
災
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
上
板
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
請
様
式
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

③
提
出
さ
れ
た
書
類
を
確
認
及
び
審
査
後
に
交
付
対
象

者
に
、
後
日
決
定
通
知
書
に
て
ご
案
内
を
し
ま
す
。

但
し
、
申
込
は
先
着
順
に
な
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※

補
助
申
請
を
お
考
え
の
方
は
、
企
画
防
災
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

徳
島
バ
ス
定
期
券
購
入
費

補
助
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　第23回上板町内スポーツ少年団陸上大会を上板ライオンズクラブにご後援いただき、令和６年１月28日（日）に上板町
老人福祉センター周辺周回コース（1.6Km）において駅伝の部、マラソンの部に分けて開催しました。
　非常に寒い中での開催でしたが、大会出場選手総勢68名は各チームの指導者や保護者、チームメイトからの声援を受
けながら最後まで精一杯走り切りました。

大 会 結 果 （敬称略）
駅伝男子の部
優　勝：高志スポーツ少年団
　　　　（タイム　38分15秒）
準優勝：松島スポーツ少年団 
　　　　（タイム　39分47秒）
第３位：上板サッカースポーツ少年団
　　　　（タイム　42分36秒）
駅伝女子の部
優　勝：高志フレンズ　　　　 　　　　　　
　　　　（タイム　41分33秒）
準優勝：上板サッカースポーツ少年団
　　　　（タイム　46分41秒）
駅伝男子の部　区間賞
１区：本浄　瑠良（松島スポーツ少年団）
２区：丸居　旺介（松島スポーツ少年団）
３区：坂東　佑真（松島スポーツ少年団）
　　　岡本　湊翔（高志スポーツ少年団）
４区：藤本　航輝（高志スポーツ少年団）
５区：納田　　灯（高志スポーツ少年団）
６区：岡田　蒼士（上板サッカースポーツ少年団）
駅伝女子の部　区間賞
１区：山上　結菜（高志フレンズ）
２区：家長　夏美（高志フレンズ）
３区：坂東　結月（高志フレンズ）
４区：庵床りおな（高志フレンズ）
５区：大野衣央那（上板サッカースポーツ少年団）
６区：松本　陽和（上板サッカースポーツ少年団）

マラソンの部　第１位
１年生：安喜　葵生（上板サッカースポーツ少年団）
２年生：清原　匠真（上板サッカースポーツ少年団）
３年生：加川　蒼大（上板サッカースポーツ少年団）
４年生：六車　汰士（上板柔友会）
５年生：武知　颯磨（上板サッカースポーツ少年団）
最優秀賞
男子　納田　　灯（高志スポーツ少年団）
女子　山上　結菜（高志フレンズ）

第23回 町内スポーツ少年団陸上大会第23回 町内スポーツ少年団陸上大会

平　田　智　成 初　那
みのり 女の子（泉谷）　　

宮　本　和　毅 里　香

絃　羽
い と は

女の子（下六條）　

2024（令和 6）年 3月 1日　●　18

■
発
行
と
編
集
／
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
役
場
　
上
板
町
広
報
編
集
委
員
会
　
☎
088 −

694 −
6824 　

令
和
６
年
３
月
１
日
発
行

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ント
を
採
用
し
て
い
ま
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